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税 金

住民課税務担当 ☎８３－２１９０

□ 町民税・都民税の申告受付

勤務先から年末調整された給与支払報

告書が提出されている方、税務署へ確定申

告書を提出された方を除いて、給与所得、

年金所得及びその他の所得がある方は、町

民税・都民税の申告が必要となります。ま

た、町民税・都民税において生命保険料控

除などの所得控除を受けるためには控除

証明書等が必要となります。

詳しくは、住民課税務担当へ。

□ 固定資産税（土地・家屋・償却）

●住宅用地の変更申告は

固定資産税（土地）については、所有さ

れている土地の現況で課税されます。

住宅用地以外から住宅用地へ、または住

宅用地から住宅用地以外などへ利用状況

の変更があった場合は、町へ申告してくだ

さい。住宅用地の場合は、税制上の優遇措

置が受けられます。

●家屋を新築・増改築したときは

家屋を新築または増改築した場合は、固

定資産税のもととなる評価額を算出する

ため、建物の外回りや内部などを拝見する

家屋調査を行っています。

調査員は「固定資産評価補助員証」を携

帯し、原則として２人１組で調査にお伺い

します。家屋が完成した方は、ご都合の良

い日をご連絡ください。

●家屋を取り壊したときは

家屋の全部または一部を取り壊した場

合は、家屋の所在地、所有者の住所、氏名

を住民課税務担当までご連絡ください。  

なお、登記されていた家屋は、登記所へ

滅失登記の手続きを行ってください。

●償却資産の申告は

法人ならびに個人で事業をされている

方は、毎年１月１日時点で所有している機

械、設備または備品などの減価償却 資産

の内容を、その年の１月３１日までに申告

してください。

□ 町税についての相談は住民課

課税の根拠などについては、住民課へ。

□ 都税についての相談は八王子都税

事務所

八王子都税事務所☎ 042－644－1111
青 梅 都 税 支 所☎ ２２－１１５２

八王子都税事務所では、事業税、不動産

取得税、自動車税などの都税に関する 申

告及び納税について、随時相談に応じてい

ます。

□ 国税についての相談は青梅税務署

青 梅 税 務 署☎ ２２－３１８５

青梅税務署では、所得税、相続税、消費

税などの国税に関する申告及び納税につ

いて、随時相談に応じています。
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□ 主な町税と減免対象

税 目 納税義務者 減免対象

町 民 税

都 民 税

森林環境税

その年の１月１日現在、町内に

住所または事業所などがある方に

対して、前年の１月から１２月ま

での所得によって課税されます。

① 生活保護法による生活扶助を受ける場合

② 所得が皆無となり、生活が著しく困難にな

った場合

固定資産税

その年の１月１日現在の土地、

家屋、償却資産の所有者に対して、

固定資産評価額に基づき課税され

ます。

① 生活保護法による生活扶助を受ける場合

② 災害などにより固定資産の価値が著しく

減じた場合

軽自動車税

その年の４月１日現在の軽自動車

（バイクを含む。）の所有者に対し

て、課税されます。

下記の障害者本人または生計を同じくする方

が所有する軽自動車で、もっぱらその障害者

のために使用するもの。

① 身体障害者手帳 ※等級等により異なる。

② 愛の手帳１～３度

③ 精神障害者保健福祉手帳１級と同程度

□ 町税の申告と納期のご案内

月 別 町       税

４月 固定資産縦覧帳簿の縦覧（４月１日から固定資産税の最初の納期限の日まで。）

５月 軽自動車税、固定資産税（第１期）

６月 町民税・都民税・森林環境税（第１期）

７月 固定資産税（第２期） 国民健康保険税（第１期）

８月 町民税・都民税・森林環境税（第２期） 国民健康保険税（第２期）

９月 国民健康保険税（第３期）

１０月 町民税・都民税・森林環境税（第３期） 国民健康保険税（第４期）

１１月 固定資産税（第３期） 国民健康保険税（第５期）

１２月 国民健康保険税（第６期）

１月
町民税・都民税・森林環境税（第４期）

償却資産の申告

国民健康保険税（第７期）

２月
固定資産税（第４期）

町民税・都民税の申告（毎年２月１６日頃から）

国民健康保険税（第８期）

３月 町民税・都民税の申告（毎年３月１５日頃まで）
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□ 町税納入は指定金融機関で

町税は、役場および出張所のほか、町

内の農協、信用金庫、郵便局でも納めら

れます。

eL-QR が印字された納付書では、全

国金融機関窓口（共通納税対応金融機

関）、地方税お支払サイト、スマートフ

ォン決済アプリからも納められます。

納付する手間が省け、納め忘れのない、

口座振替が便利です。手続きは、下記の

金融機関窓口へ。

□ 口座振替のできる金融機関等

西東京農業協同組合・青梅信用金庫・りそ

な銀行・郵便局

□ 町税などを納められる金融機関

指定金融

機  関
西東京農業協同組合

町 収 納

代理金融

機  関

青梅信用金庫

みずほ銀行

きらぼし銀行

東京都信用農業協同組合連合会

多摩信用金庫

西武信用金庫

関東各都県及び山梨県所在の

ゆうちょ銀行・郵便局

（納期限内に限る）

□ 口座振替のご案内

申込方法

納税者本人名義の預貯金通

帳・通帳の登録印・納税通知

書を持って直接金融機関な

どの窓口へ。（承諾を得た場

合には、納税者本人以外の口

座でも口座振替ができます）

※申込書は町内各金融機関

の窓口にあります。（りそ

な銀行の場合は、住民課税

務担当へご連絡くださ

い。）

対象税目

町民税・都民税（普通徴収

分）、固定資産税、軽自動車

税、国民健康保険税

※詳しくは住民課税務担当 ☎83-2190

      


